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第１章 はじめに 

１－１ 計画の趣旨 

本巣市（以下、本市という。）は、岐阜県南西部に位置し、市北部は能郷白山等の急峻な山並みや

谷を流れる根尾川、淡墨桜など、自然環境に恵まれています。根尾川は本市を貫流し、その堆積作

用によって形成された市南部の緩やかな扇状地では、肥沃な濃尾平野が広がり、広大な田園風景

を創出しています。また、各地に残る祭礼行事などの歴史・伝統的な資源が各地に多く残されてお

り、現在も大切に継承されています。 

これらの自然や伝統的な資源は、その地域特有の文化を育み、それぞれ特徴的な景観を形成す

る重要な要素であり、地域の愛着や誇りを醸成する本市の財産となるものと考えられます。 

一方、一部の地域では、その交通利便性から、幹線道路沿道で大規模な商業施設が立地するな

どまちづくりが進展しており、さらに、新庁舎の建設や東海環状自動車道本巣インターチェンジ等

の整備に伴う新たなまちづくりにより、都市の景観要素が増加していくことが予想されます。 

こうした状況を踏まえ、今後は、様々な景観資源を守り活かしながら、これらと新しい建築物等

が調和した良好な景観をつくり育てていくことが必要です。 

本市では、2010(平成 22)年度より、都市計画法に基づく特定用途制限地域の指定などによっ

て建築・開発等の行為に際して景観に一定の配慮がなされるよう取り組んできましたが、

2012(平成 24)年２月１日に景観法に基づく景観行政団体となり、2015(平成 27)年３月より本

巣市景観計画（以下、「本計画」という。）及び本巣市景観条例を施行し、都市計画の方向性と足並

みを揃えて、積極的に景観行政に取り組んでいるところです。 

このたび本計画が 2025(令和７)年に施行から 10 年が経過することから、本市の 10 年間にお

ける景観行政の実績と、東海環状自動車道の延伸及び本巣ＩＣの開設による今後のまちづくりの方

向性を踏まえ、景観づくりの方向性や景観形成誘導の方針を再確認し、あらためて本市の景観行

政と景観まちづくりの考え方を示します。 
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１－２ 景観計画改訂の経緯 

（１）策定の経緯 

本計画の策定にあたっては、以下の検討組織の設置、住民説明会等を実施し策定しました。 

取り組み（会議、協議等） 概      要 

① 知事の承認を得て景観行政団体となる

（平成24年２月） 

平成２４年２月１日岐阜県知事同意。 

（景観法第９８条第２項） 

② 本巣市景観計画策定検討委員会 

（平成２５年度） 

学識経験者、行政、建築、自治会、農業、まちづくり、観光、造

園、文化財、建設・建築・不動産の専門家により策定委員会を

設けて景観計画を策定。 

③ 住民説明会 

（平成２５年度） 

市内４地区（根尾、本巣、糸貫、真正）において、景観計画に関

する住民説明会を開催。 

④ パブリックコメント 平成26年９月16日から10月15日までの30日間開催。市

HPと都市計画課窓口に設置。 

⑤ 都市計画審議会 平成２７年１月19日に報告。 

⑥ 本巣市議会 平成２７年３月議会で説明。 

⑦ 景観計画の告示 平成２７年３月30日告示 

⑧ 景観計画と条例に基づく施行 平成２７年10月１日施行。 

 

（２）改訂の経緯 

令和６年１０月より景観計画の改訂作業を開始して、令和８年４月１日に改訂しました。 

取り組み（会議、協議等） 概      要 

① 景観審議会 

（令和６、７年度 計３回開催） 

令和７年３月４日、令和７年６月17日、令和７年１１月７日に開催。 

② 住民ワークショップ 

（令和７年８月２３日） 

東海環状自動車道本巣IC～大野神戸IC開通記念プレイベントにて市

民参加による本巣IC周辺景観づくりWSを実施。 

    
こどもたちもWSに参加    本巣IC周辺の将来の姿を検討 

③ 住民説明会 

（令和8年1月13日） 

令和８年１月１３日に景観計画改訂に係る住民説明会を実施。 

    

④ パブリックコメント 令和８年１月15日から２月13日まで30日間開催。景観計画改訂案

の素案を市役所庁舎内や市ホームページ上で公開し、広く市民の意

見を聴取。 

⑤ 都市計画審議会 令和８年１月27日に本巣市都市計画審議会に報告。 

⑥ 本巣市議会 本巣市議会に「本巣市景観条例」の改正案を上程し、承認。 

⑦ 景観計画の告示と条例の施行 令和８年3月に「本巣市景観条例」の改正を行い、同年4月に施行。 

⑧ 景観計画と条例に基づく行為の

届出 

令和８年3月に「本巣市景観計画」の改訂を行い、同年4月に運用を開

始。 
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１－３ 計画の前提条件 

（１）計画の位置づけ 

本計画は、総合計画における将来像「自然と都市の調和の中で、人がつながる活力あるま

ち・本巣」について、景観の観点から実現を目指すべく定めるもので、景観法第８条第１項に基

づき、景観行政団体である本市が策定します。 

景観計画では、良好な景観の形成のために必要な事項を定めます。このうち、必須事項の

「行為の制限に関する事項」では、『届出対象』や『景観形成基準』を具体的に定め、これに沿っ

た手続きを法的に義務づけています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■景観計画に定める事項（法第 8 条第 2 項） 

必須事項 選択事項（追加できる事項） 

①景観計画区域 

②良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 

③景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の方針 

（選択事項） 

・屋外広告物の表示等に関する行為の制限に関する事項 

・景観重要公共施設の整備に関する事項 

・景観重要公共施設の占用等の基準 

・景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的な事項 

・自然公園法の許可の基準 

（定めることに努める事項） 

・景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針 

 建築物の建築等 工作物の築造等 開発行為 

届出対象 
・建築面積○㎡以上 

・高さ○ｍ以上 等 

・築造面積○㎡以上 

・高さ○ｍ以上 等 

・開発面積○㎡以上  等 

景観形成 

基準 

・色彩 

・形態･意匠 

・高さの最高限度または最低限度 

・壁面位置の制限または建築物の最低敷地面積 

等 

・切土･盛土による法の高さの最高限度 

・敷地面積の最低限度 

・木竹の保全･植栽が行われる土地

の面積の最低限度 

等 

景観条例により規定 

■行為の制限に関する事項の内容（例示） 

図 景観計画の基本的な枠組み 

一定の行為について届出を義務づけ 

（法 16 条第 1 項） 

景観形成基準に適合しない場合は設計変更等を勧告 

（法 16 条第 3 項） 



 4 

（２）計画の対象期間 

本計画は、景観に大きな影響を与える状況変化（大規模プロジェクトの具体化等）や、本巣市

総合計画等の上位・関連計画の改定にあわせ、必要に応じて計画内容の見直しを行います。 

なお、景観に大きな影響を与える状況変化がない場合においても、施行期間10年を目処に定

期的な見直しの検討を行うものとします。 
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（３）本市の「現在の姿」 

本市では、北部の雄大な山並みや根

尾川などの美しい自然、そして濃尾平

野に広がる田園や柿畑などの農村の原

風景が土台となり、地域の風土、伝統文

化や人々の暮らしの営みと調和した、

本巣市らしい景観が形成されていま

す。 

 

 ●雄大な山並み景観 

・四季の感じられる雄大な山並み（根尾

地域、本巣地域） 

・公園等からの自然景観への眺望（根尾

地域、本巣地域、糸貫地域） 

●地域の特徴的な自然・樹木 

・淡墨桜等の歴史的な樹木 

（全地域） 

・社寺林、防風林、がま（鶉ヶ池）等の特徴

的な自然（全地域） 

●自然豊かな水辺環境 

・根尾川、糸貫川等の人々に潤いを与え

る水辺空間（全地域） 

・根尾川の釣り、糸貫川のホタルなど

人々が集い楽しむ水辺環境 

（根尾地域、糸貫地域） 

●のどかな田園・里山の原風景 

・濃尾平野に広がるのどかな田園風景（本

巣地域、糸貫地域、真正地域） 

・柿畑等の樹園地（本巣地域、糸貫地域、真

正地域） 

・集落の背景となる船来山等の里山風景

（本巣地域、糸貫地域） 



 6 

 

 

 

●多くの人が集まりにぎわいや活力をもた

らす拠点 

・大規模商業施設等が立地する商業拠点

（糸貫地域、真正地域） 

・生産の場としての工業地の景観（糸貫

地域、本巣地域） 

・市民が集まる行政拠点（全地域） 

●地域の景観を支える公共施設 

・交通軸となる幹線道路の整備（全地域） 

・幹線道路沿道の緑化（全地域） 

・市民が集う公園（全地域） 

●地域の自然条件に適した建築物 

・積雪に対応した屋根形状の山村集落（根

尾地域、本巣地域） 

・低層・戸建てが基調の農村集落（本巣地

域、糸貫地域、真正地域） 

・基盤整理された住宅地（糸貫地域） 
●地域に息づく伝統文化 

・真桑人形浄瑠璃、馬駈け祭り等の祭礼行

事（全地域） 

・社寺、古墳、遺跡等の文化財（全地域） 

・農業や林業等の産業（全地域） 

●良好な景観を創出する市民活動 

・自治会による花いっぱい運動（真正地域） 

・船来山の草刈りボランティア（本巣地域、糸

貫地域） 

・ホタルの保護育成活動（糸貫地域） 

※この図は概要図であり、景

観資源等のすべてを網羅し

たものではなく、また、厳密

な位置を示したものではな

い。 



 7 

１－４ 景観計画区域 

本計画の対象区域である本市全域を「本巣市景観計画区域（以下、「景観計画区域」とい

う。）」とします。 

 

 

 

 

図 計画の対象区域 

 
 
 
 

[景観法第 8 条第 4 項第 1 号] 

本巣市 

凡例 

景観計画区域（市全域） 

主要な幹線道路 
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景観特性と課題    ⇒第２章 

地域別景観づくりの課題 

市全体の景観特性と課題 

市民アンケート 

市全体の景観づくりの課題について、

現状や市民アンケートを踏まえ、４つの

景観特性から整理 

地域別（自然系地域、住居系地域、沿

道・業務系地域、農業系地域）の景観

づくりの課題について、現状や市民ア

ンケートを踏まえ整理 

基本方針 

地域別景観づくりの方針 

良好な景観形成に関する方針 

 基本方針１  

市民が誇る豊かな

自然と調和した潤い

と親しみのある景観

づくり 

地域別（自然系地域、住

居系地域、沿道・業務系

地域、農業系地域）の景

観づくりの方針を定め

ます。 

自然系地域 

住居系地域 

沿道･業務系地域 

景観づくりの目標（将来像） 

ほっとして、 

本計画を推進していくための方策 

市民主体の取り組みの促進・支援など、市民・事業者・ 

自然 

暮らし 協働 

１－５ 計画の体系 

 基本方針２  

市民が愛着を持っ

て暮らせる住み心

地のよい景観づく

り 

重要な景観要素を活かした 

地域区分を超えて存在 

なっている道路や水辺 

景観づくりの方針を定 

緑 

道 

～雄大な自然、農村の原風景、 

農業系地域 

新しいまち 
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 基本方針３  

市民・事業者・行政

の協働による調和

のとれた景観づく

り 

景観づくりの方針 

する重要な景観要素と 

について、それぞれの 

めます。 

街並み形成地区の景観形成に関する方針 

景観上重要な要素の保全 

その他の要素 

街並み形成地区、行為制限    ⇒第４章、５章 

景観上重要な要素の整備 

東海環状自動車道本巣IC、PAの開設により開発圧力の高まる地区

を街並み形成地区として、景観形成に関する方針を設定します。  
市全域、街並み形成地区の行為制限 
将来的な本巣市の中心部となる本巣 IC・PA 周辺を４地区に区分し

て、市全域と合わせてより詳しい景観基準を設定します。 

建築物・工作物 開発行為 

                               ⇒第７章 

行政の協働に関する事項を中心としながら、本計画を着実に進めていく上での仕組み・体制を定めます。 

⇒第３章（3-1） 

元気を感じる景観のあるまち 

 ⇒第３章（3-2～4） 

水辺 

視点場 

その他の重要施策          ⇒第６章 

その他 

重点地区 
景観づくりを重点的に推進すべき地区を「景観形成重点地区」とし

て指定し、よりきめ細やかな景観形成基準などを定めます。 

景観上、特に重要な建築物や樹木については、景観法に基づく景

観重要建造物、景観重要樹木として指定し、積極的に保全します。 

景観上、特に重要な公共施設につ

いては、景観法に基づく景観重要

公共施設として指定し、先導的役

割を果たすための適切な整備・管

理を図ります。 

秩序ある広告物の景観

を形成するため、屋外

広告物の表示等の制限

に関する基本的な考え

方を定めます。 

特色あるまちの顔が織りなす美しい景観づくり～ 




